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７日
（火）

９:30 ～９:50 保健センター駐車場
10:00 ～ 10:15 東公民館前
10:25 ～ 10:55 港会館駐車場
11:05 ～ 11:25 中公民館駐車場
11:35 ～ 11:50 小島住吉神社下駐車場
13:10 ～ 13:20 楠木会館付近
13:30 ～ 13:40 池谷消防車庫付近
13:50 ～ 14:00 佐瀬川バス停付近
14:10 ～ 14:20 横手バス停付近
14:30 ～ 14:40 石橋集会所付近
14:50 ～ 15:00 犬飼バス停付近

８日
（水）

10:00 ～ 11:00 岬公園前団地ふれあい坂上
11:10 ～ 11:50 みさき苑内喫茶べこ前
13:10 ～ 13:30 上孝子圓明寺前
13:40 ～ 14:00 中孝子ＪＡ孝子支店前
14:10 ～ 14:30 下孝子入口信号付近

９日
（木）

10:00 ～ 10:50 北出・若宮老人憩の家付近
駐車場

11:00 ～ 11:50 ＪＡ深日支店前
13:10 ～ 13:40 門前橋川幸倉庫前

13:50 ～ 14:10 緑７地区登り口交差点付近
駐車場

14:20 ～ 14:40 緑西集会所

10 日
（金）

９:30 ～ 10:20 町民体育館前
10:30 ～ 11:00 さくら会館駐車場
11:10 ～ 11:50 望海坂第１集会所前
13:10 ～ 13:30 鴻巣台団地下
13:40 ～ 14:00 別所の台集会所前
14:10 ～ 14:20 飯森山登山口バス停付近
14:40 ～ 15:00 岬町役場

　平成 27 年度狂犬病予防集合注射を表
の日程で行います。この機会にぜひ予防
注射をお済ませください。
　なお、各会場を巡回しますが、混雑状況
や道路事情によって、開始予定時間が遅
れることがありますのであらかじめご了
承ください。雨天であってもできるだけ
実施しますが、荒天の場合は中止します。
○注射料金　１頭 2,700 円
　注射済票交付手数料　1 頭 600 円
○新たに犬を飼い始めてまだ登録されて
いない方は、予防注射の会場でも手続
きできます。登録の際は、上記の注射
料金とは別に、登録手数料 1 頭につき
3,500 円が必要です。
○他市町村から転入し、犬の住所変更を
されていない方は、前住所地で交付され
た犬鑑札をお持ちください。又は、後日
に役場住民生活課までお越しください。
○ご来場者の方々への事故防止のため、
できるだけ犬を抑えることができる方が
お連れください。

�°�X
´�'�w�«�ù�¢	B�ù�«�ù�£

▼問合せ　住民生活課　
☎ 492－ 2714　

二種混合（ジフテリア・破傷風）の個別接種のお知らせ
▼対象　小学６年生でまだ受けていない方
▼日時　平成 27 年３月末までの各指定医療機関の診療時間内　※要予約
▼場所　市川クリニック、江川クリニック胃腸肛門科、津山医院、なぎさクリニック

（第２なぎさクリニックも可）、みさきクリニック、もちづき耳鼻咽喉科
※必ず接種医療機関へご予約の上、保護者同伴でお願いします。
▼問合せ　保健センター　☎ 492 ‐ 2424、492 ‐ 2425

MRワクチン第２期定期（無料）の接種期間がまもなく終了します
　次の期間に生まれた方で、麻しん風しん混合（MR）ワクチンを受けていない場合は、定期
接種として公費（無料）で受けられる期限は３月末までです。早めに済ませましょう。
▼対象　平成 20 年４月２日～平成 21 年４月１日生まれの方
▼問合せ　保健センター　☎ 492 ‐ 2424、492 ‐ 2425
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8平成 27（2015）年３月号

◆泉南警察からお知らせ
■自転車には必ず鍵を掛けまし
ょう！
　鍵を掛けないために、自転車
を盗まれる被害が急増していま
す。大切な自転車を盗まれない
ために、
○鍵は、２ロック（チェーン錠
などの補助錠）しましょう。
○自宅敷地内に停める場合で
も、鍵を掛けましょう。
○防犯登録をしましょう。
※自主防犯対策を積極的に行い
ましょう。
▼問合せ　泉南警察署　
　　　　　☎ 471 － 1234

手話講習会の開催について
　聴覚障がい者への理解と聴覚障がい者の言葉である手話技
術の習得及び手話通訳者の養成を目的とする手話講習会を開
催しますので、ぜひご参加ください。
▼対象者　岬町に在住・在勤・在学の中学生以上の方

（ただし、中学生の方は保護者同伴に限ります。）
▼内容　入門・基礎課程（初めて手話を学習される方）
▼日時　平成 27 年４月 22 日（水）～平成 28 年３月 16 日（水）
までの毎週水曜日（全 40 回）午後７時～午後９時
▼場所　岬町役場住民活動センター
　　　　（なお、第 1 回目の講習会場は役場２階会議室です）
▼参加費　無料（ただし、テキスト代 3,240 円を初回に徴収）
▼申込期間　３月９日～３月 31 日（先着 30 名）

◆3月は下水道事業受益
　者負担金の納期です
　下水道事業受益者負担金の分
割納付を選択されている方は、
今月が納期となっています。納
め忘れのないよう納期内納付を
お願いします。
　なお、納付書は賦課初年度に
郵送しましたが、紛失された場
合などはご連絡ください。
▼納期限　3 月 31 日（火）
▼問合せ　土木下水道課
　下水道係　☎ 492 ‐ 2026

1月の議会の主な活動
５日　仕事始めの式
　　　大阪新年互礼会
８日　農業委員会
９日　新春「“ 協働のみさき ” の集い」　
11 日　消防出初式
　　　成人祭
13 日　例月監査
26 日　議会運営委員会・全員協議会
　　　南部地区議長会議員セミナー
27 日　岬町健康づくり委員会　
28 日　淡輪小フェスティバル
29 日　泉州南消防組合議会全員協議会
30 日　商工会新年互礼会　

３月４日（水）～３月26日（木）
※日程は都合により変更することがあります。

次回の定例会の予定

岬町立アップル館
指定管理者の指定決定

▼指定管理者
○住所　深日 994 番地の 245
○名称　岬町子どもの本連絡会
○代表者　近藤　弘子
▼指定の期間　平成 27 年４月
１日～平成 30 年３月 31 日
▼問合せ　生涯学習課　
　　　　　　☎ 492 ‐ 2715

▼申込方法　
　地域福祉課窓口又は電話による申込
▼主催　岬町
▼共催　岬町身体障害者福祉会　聴覚
　　　　障害者部会
▼問合せ　地域福祉課　☎ 492 ‐ 2700
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9 平成 27（2015）年３月号

その他
◆入札参加資格審査申請
（準・町内業者のみ）の受付
　平成 27 年度の建設工事、測
量・建設コンサルタント等業務
の入札参加資格審査申請の受付
を行います。岬町が発注する建
設工事、測量・建設コンサルタ
ント等業務を受注しようとする
業者は入札参加資格審査申請書
を提出する必要がありますの
で、受付期間内に申請してくだ
さい。町内業者及び準町内業者
のみの受付であり（平成 27・
28 年度の町外業者の定時受付
は終了しています）、平成 26 年
度に入札参加資格審査申請の提
出があっても、平成 27 年度の
申請は必要です。
▼申請受付期間
　３月２日（月）～13日（金）

（※土曜日、日曜日は除く）
午前９時 30 分～午後４時

（正午から午後１時除く。）
※持参のみ（郵送による受付不可。）
▼受付場所
　岬町役場２階総務課法制文書係
▼提出書類（申請用紙）等
　申請要領及び様式を総務課法
制文書係で配付しています。また、
ホームページからダウンロード
も可能ですのでご利用ください。
▼登録期間
○建設工事　
　平成 27 年度格付期間中
○測量・建設コンサルタント等
業務　
　平成 27 年度中
▼ホームページアドレス
　http://www.town.misaki.osaka.jp/
▼問合せ　総務課
　　　　　☎ 492 － 2721

◆「体験農園」入園希望
　者募集！
　体験農園の空き区画に入園を
希望される方を募集します。
　なお、希望者多数の場合は受
付番号による抽選となります。
▼入園期間　平成 27 年４月１日
～平成28年３月31日（一年単位）
▼申込受付期間　
　３月 11 日～ 18 日（土日祝
日を除く、午前９時～午後５時）
▼募集予定区画数
　２区画（１区画約 24㎡）
▼入園料　年間 3,000 円
※途中退園される場合でも月割
返戻はできません。
▼あっせん基準
①岬町住民であること。
②非農家の世帯であること。
③形質の変更又は農園の目的以
外に使用し、若しくは転貸する
恐れのない者であること。
④体験農園の趣旨を理解し、その
利用に熱意のある者であること。
⑤その他、許可条件等を遵守で
きる者であること。
▼指定農園付近図

みさき公園
（ユーポスシャイニー

スタジアム）

みさき公園
指定農地指定農地

※現地周辺に駐車場はありません。
▼公開抽選日時 
　３月 23 日（月）午前 10 時～
▼抽選会場　役場２階会議室
※公開抽選します。当日時間の
ある方はご出席ください。
▼申込書設置及び受付場所
　役場　産業振興課
▼問合せ
　産業振興課　☎ 492 ‐ 2749

◆財務専門官採用試験
▼受験資格　
○昭和 60 年４月２日～平成６
年４月１日生まれの者
○平成６年４月２日以降生まれ
の者で
①大学を卒業した者
②平成 28 年３月までに卒業の者
③人事院がこれらの者と同等の
資格があると認める者
▼申込受付期間
　４月 1 日（水）～ 13 日（月）
▼試験日　６月７日
▼問合せ　
　近畿財務局総務部人事課　
　　☎ 06 － 6949 － 6352

◆大阪府警察官募集
～警察官採用試験の申込みが３
月上旬から始まります。～
　大阪府警察では、人物重視の
採用選考を行っています。「大
阪の街を守りたい。」という高
い志と意欲のある方の受験をお
待ちしています。
　詳しくは、直接お問い合わせ
頂くか、大阪府警察ウェブサイ
トをご覧ください。
▼ホームページ　
http://www.police.pref.osaka.jp
▼問合せ　
泉南警察署　☎ 471 － 1234
大阪府警察官採用センター　
           　☎ 0120 － 370 － 314
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10平成 27（2015）年３月号

年　金◆固定資産評価審査委員会
　への審査申し出
　平成 27 年度は評価替えの年
度です。したがって、土地・家
屋の固定資産評価額について、
不服がある場合、固定資産評価
審査委員会に文書で審査の申し
出をすることができます。
　審査委員会は、申出人（納税
者）と町（課税者）双方からの
主張を吟味し、必要に応じて現
地調査等を行い、審査・決定を
行います。
▼申出期間
4 月 1 日（水）から納税通知書
の交付を受けた日後 60 日まで
▼問合せ　岬町固定資産評価審
査委員会事務局（税務課納税係）
　　　　　　　☎ 492 － 2765

◆口座振替のおすすめ
　町税を預貯金口座から自動的
に納めていただく制度です。ご
希望の方は、預貯金されている
金融機関へ、通帳に使用してい
る印鑑を持参のうえお申し込み
ください。
　平成 27 年度第１期分からの
町府民税・固定資産税及び平成
27 年度軽自動車税の口座振替
をご希望の方は、平成 27 年３
月 31 日までに手続きを済ませ
てください。申し込み用紙は町
内金融機関の窓口、又は役場税
務課に備えています。
※固定資産税の場合、納税管理人
となっているものも振替の対象
となります。また、死亡等により
納税義務者（納税管理人）が変更
した場合は、新たに口座振替の申
し込みが必要になります。
▼問合せ　税務課納税係
　　　　　☎ 492 － 2765

◆国民年金後納保険料を
　お申し込みされた方へ
　平成 25 年度に後納保険料の
申し込みをされ、納付書がお手
元にある方は、お手元の納付書
の使用期限は「平成 26 年３月
31 日まで」になっております。
　平成 26 年４月以降に後納保
険料を納付される方は、使用期
限が平成 26 年度内になってい
る納付書をご利用ください。使
用期限が平成 26 年度内になっ
た納付書をお持ちでない方は、
お電話でご連絡いただければ改
めて郵送します。
　納付書をご希望の方は、国民
年金保険料専用ダイヤル、また
はお近くの年金事務所にお問い
合わせください。なお、お問い
合わせの際は、基礎年金番号が
わかる年金手帳、国民年金保険

募　集
◆平成27年度　少年剣道
　新規会員募集
▼練習日時　毎週火曜日・木曜日
　○初心者　午後５時～６時
　○経験者　午後６時～７時30分
▼練習場所　泉南警察署
▼対象　小学２年生以上
▼申込　
３月２日（月）～ 31 日（火）
※申込多数の場合は抽選
▼問合せ　泉南警察署
　　　　　☎ 471 － 1234

◆課税は１月１日現在の所有者に対して行われます
　土地・家屋を取得したり、家屋を新築した
りした場合は、翌年度から固定資産税が課税
されます。家屋を新築したり、増改築をした
ときなどは、税務課へ届出をしてください。
※登記申請をした人は届出の必要はありません。

固定資産税のお知らせ固定資産税のお知らせ

◆家屋を取り壊したときは届出が必要です
　家屋を取り壊した場合は、その家屋部分にかかる固定資産税
は、翌年度から課税されなくなります。必ず税務課に届出をし
てください。届出をしないと、引き続き固定資産税が課税され、
ご迷惑をおかけする場合があります。

▼問合せ　税務課　☎ 492－2757　

料後納申込承認通知書等をご用
意ください。
※後納保険料の納付書が使用で
きる期間は、同一年度内（４月
１日から翌年の３月 31 日まで）
になります。
▼問合せ　国民年金保険料専用
ダイヤル　　☎ 0570-011-050
貝塚年金事務所　☎ 431-1122
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■平成26年分の個人事業者の消費税及び
　地方消費税の確定申告及び納税期限
○相談、申告書の受付及び納税
　平成 27 年３月 31 日（火）まで
※消費税（地方消費税を含む。）の税率は、
平成 26 年４月１日から８％（※）です。平
成 26 年分の消費税及び地方消費税の確定申
告書は、課税取引を旧税率が適用されたもの
と新税率が適用されたものとに区分した帳簿
等に基づき作成する必要があります。
※平成 26 年４月１日以後に行われる取引で
あっても、経過措置により旧税率が適用され
る場合があります。
○振替納税をご利用の方
　振替日は、平成 27 年 4 月 23 日（木）です。

平成26年分の確定申告及び納税について

■平成26年分の所得税及び復興特別所得税・
　贈与税の確定申告及び納税期限
▼相談、申告書の受付及び納税　
３月 16 日（月）まで
※【復興特別所得税】平成 25 年分から平成
49 年分まで、復興特別所得税（原則として
各年分の所得税額の 2.1％）を所得税と併せ
て申告・納付することとされています。確定
申告書の作成に当たっては、「復興特別所得
税額」欄の記載漏れのないようにご注意くだ
さい。
※所得税及び復興特別所得税の振替納税をご
利用の方・・・振替日は、4 月 20 日（月）です。

■納税に係る留意事項
①申告書の提出後に、税務署から納付書や納税
通知等による納税のお知らせはありませんの
で、所轄税務署又は最寄りの金融機関で上記各
税目の納期限までに納付してください。
　納付書をお持ちでない方は、所轄税務署又は
最寄りの金融機関に用意してある納付書を利用
してください。
②新たに振替納税を利用される方（振替口座を
変更する場合を含む）は、「預貯金口座振替依
頼書兼納付書送付依頼書」を、上記各税目の納
期限までに所轄税務署まで提出してください。

■申告書を作成するときは
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コ
ーナー」では、画面の案内に従って金額等を入
力することにより、税額などが正しく計算され、
計算誤りのない所得税及び復興特別所得税、消
費税及び地方消費税の確定申告書や青色申告決
算書などを作成することができますので、是非
ご利用ください。作成したデータは、e-Tax を
利用して提出することができるほか、印刷した

「書面」により提出することもできます。

■泉佐野税務署にご来署される方へ
　相談会場の混雑状況や相談内容によっては申
告書の作成等に時間を要しますので、お早め

（16 時まで）にお越しください。混雑状況によ
っては、申告相談の受付を 17 時より前に終了
させていただく場合があります。
　なお、申告の相談の際には、「前年分の申告
書の控え」、「源泉徴収票」、「所得控除に係る各
種証明書」など 確定申告書の作成に必要な書
類を持参してください。

▼申告書類等郵送先　〒 598 ‐ 8503　泉佐野市日根野 3683 ‐ 1
▼問合せ　泉佐野税務署　総務課　☎ 462 ‐ 3471
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人 の 動 き

平成27年２月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，６６３ 
１６，７４１人
   ７，８６２人
   ８，８７９人

（－１５）
（－２７）
（－１６）
（－１１）

前月比

◆固定資産税の縦覧制度
　岬町の固定資産税の納税者を
対象に、町内の土地又は家屋の
価格等が記載された縦覧帳簿の
縦覧を行います。
　なお、縦覧には納税通知書又
は運転免許証等本人確認のでき
るものが必要です。また、代理
人の縦覧には納税者の委任状が
必要です。
▼縦覧期間・時間
　４月１日（水）～６月１日（月）
　平日９時～ 17 時 30 分
▼縦覧場所　役場税務課内
▼問合せ　税務課課税係
　　　　（固定資産税担当）
　　　　　☎ 492 － 2757

　単車や軽四輪などにかかる軽自動車税は、４月１日現在の所有者に課税することになっています。も
し単車などが盗難に遭った時は、警察への盗難届とは別に下記届出先へ盗難による滅失の手続きをおこ
なってください。（盗難届と下記届出先への手続きは別のものになりますのでご注意ください。）
また、使用しなくなった単車や軽自動車については「廃車の手続き」、譲渡等により所有者が変わった
場合は「名義変更の手続き」をそれぞれ下記届出先にておこなってください。手続きをされませんと、
そのまま軽自動車税が課税されることになります。
▼届出先・問合せ先一覧

車種 届出場所

○自動二輪車（125cc 超）
〒 594 ‐ 0011　和泉市上代町官有地
　近畿運輸局　大阪運輸支局　和泉自動車検査登録事務所
　☎ 050 ‐ 5540 ‐ 2060

○軽自動車（三輪・四輪）
〒 593 ‐ 8316　堺市西区山田 2 丁 190 番地 3
　軽自動車検査協会　大阪主管事務所　和泉支所
　☎ 050 ‐ 3816 ‐ 1842

○原動機付自転車（125cc 以下）
○小型特殊自動車

〒 599 ‐ 0392　岬町深日 2000 番地の 1
　岬町役場　税務課　課税係　☎ 492 ‐ 2752

単車・軽四輪などの盗難・廃車・変更などの手続きはお早めに税

自動車の登録手続きはお早めに
　お持ちの自動車で、名義変更や廃車等の手続きが済んでいない
ものはありませんか？
　毎年、年度末にあたる３月は自動車の登録手続きが１年中で最
も集中します。特に３月の下旬は登録窓口が大変混雑し、手続き
に何時間もかかることが予想されますので、比較的空いている３
月の中旬までにお済ませください。　　自動車の登録手続きは自
動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、事務所で行うこと
となっています。
▼登録手続案内
○大阪運輸支局　
　☎ 050 ‐ 5540 ‐ 2058
○なにわ自動者検査登録事務所
　☎ 050 ‐ 5540 ‐ 2059
○和泉自動車検査登録事務所
　☎ 050 ‐ 5540 ‐ 2060
※自動音声案内は、24 時間ご利用になれます。
※自動音声案内で対応できない複雑な事例等には、オペレーター
が対応します。（開庁日の８時 30 分～ 17 時 15 分）
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ３月 11 日（水）・25 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）

住民活動センター
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 ３月 17 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■愛の家「みらい」相談室
　平日　午前９時～午後５時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メール
等で対応。なお、緊急の電話対応は、
相談員が 24 時間対応。
■障がい者出張相談（要予約）
　３月25日（水）午後１時30分〜４時

■愛の家「みらい」相談
　☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
　メール　mirai@ainoie.jp

■障がい者出張相談
　役場相談室　地域福祉課　☎492−2700

◆介護相談 ■岬町地域包括支援センター
　平日　午前９時〜午後５時 30 分

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

◆教育に関する相談 平日　午後１時 30 分〜３時 学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 ３月 13 日（金）午後１時〜４時 役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権擁護委員による
　人権相談

３月３日（火）・17 日（火）
午後１時 30 分〜３時

住民活動センター（Ｂ）
人権推進課　☎ 492 − 2773　※予約不要

◆人権協会による
　人権相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270

■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談 火〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 文化センター　☎ 492 − 0304

◆地域就労支援相談 平日　午前９時〜午後５時 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 平日　午前９時〜午後５時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談 ４月７日（火）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 － 2424

◆乳幼児育児健康相談 ４月６日（月）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）３月 17 日（火）午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

▼会場　岬町立保健センター　
▼予約　まちづくり戦略室　☎492－2775

◆福祉なんでも相談

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
　３月３日（火）午前 11 時～午後１時
■喫茶めだか組（多奈川小学校）　
　３月 11 日（水）午後１時～３時
■ふれあい喫茶（深日会館）
　３月 18 日（水）午前 10 時～正午
■オークワ岬店　　　　　　　　　
　３月 25 日（水）午前 10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633
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　■関西国際空港のフライトがますます充実！　

　関西国際空港からのフライトが続々と増便し、ますます便利になります。2015 年３月 29 日 ( 日 ) より、韓
国のティーウェイ航空が、関西＝ソウル線を週 7 便で、3 月 30 日（月）より関西＝大邱線を週５便にて新規就
航します。また、マカオ航空も同３月 29 日 ( 日 ) より、関西＝マカオ線が週４便から週７便のデイリー運航を
開始します。
　さらに、日本航空が関西＝ロサンゼルス線を週７便にて就航します。日本航空の関西＝ロサンゼルス線は
2006年10月に運休して以来、約８年半ぶりの復活となります。今後も関西空港からの国際線にご期待ください。

　　　　▼問合せ　関西空港案内　☎ 455 ‐ 2500　

関空NEWS

▼募集内容
　撮影当時の岬町のまちなみや情景のわかるもの。
▼応募方法
　写真の説明 ( いつ頃どこで撮影されたものか )、住所、氏名、電話番号を添えて、いずれかの
方法でご提供ください。写真の現物は、お返しします。

〇持参の場合
役場まちづくり戦略室窓口
にご持参ください。

▼その他
　応募写真は、応募者又は応募者のご親族が撮影されたものに限ります。第三
者発行の印刷物やホームページに掲載されたものから転用された写真は受付で

きません。また、写真に人物が映っている場合、その人物の肖像権に関し町は一切の責任を負い
かねますので、応募者本人の責任においてその写真をご応募ください。
※応募いただいた写真は、応募者の承諾・許可なく町のイベントや広報活動全般に使用する場合
があります。

〇メールの場合
写真をデジタル化してメールに添付し
てさい。
●メールアドレス
　kikaku@town.osaka-misaki.lg.jp

〇郵送の場合
●送付先　〒 599 ‐ 0392
( 住所不要 ) 役場まちづくり戦略室宛

「古い写真」眠ってませんか？
～思い出の写真大募集～

　岬町では、平成 27 年に町制施行 60 周年を迎えるにあたり、広報活動や地域イベントなどで使用
できる「思い出の写真」を募集しています。古い写真をお持ちの方、ぜひご応募ください。

▼問合せ　まちづくり戦略室企画政策担当　☎ 492 － 2775


